
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

中央卸売市場

特殊取引単位の承認

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

第４７条第１項

（電話 ６２８－２７５９）

（売買取引の単位）
第４７条 売買取引の単位は，重量による。ただし，重量によることが
困難であると市長が認めるときは，重量以外の単位によることができ
る。
２ 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は，特殊取引単位承
認申請書を市長に提出しなければならない。

＊ 特殊取引単位承認申請書は，別紙様式第１９号とする。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 １０日（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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